
事業所税の申告に関する
事前送付物の変更のお知らせ

ペーパーレス推進の一環として、次のとおり事前送付物を変更いたします。

福岡市 事業所税 ダウンロード 検索

【お問い合わせ先】
福岡市財政局税務部法人税務課 事業所税係
電話: (092)292-2486 FAX: (092)292-4173
Mail: jigyousyozei@city.fukuoka.lg.jp

◎変更時期
令和８年４月送付分（令和８年４月決算分）から

納付書

※電子申告・納付をされている方など、
以前より納付書が送付されていない方は
変更後も送付されません。

申告案内文

今回から

申告案内文、
申告書、
明細書等

納付書

前回まで

案内文、申告書一式（一部の方のみ）
および納付書を送付していました。

案内文および納付書のみの送付といたします。

◎ 引き続き、紙でのご申告も可能です。
福岡市ホームページにて申告書等の様式のダウンロードが可能となっておりますので、

  ご活用ください。

エルタックス 検索

電子申告
・納付申告
・免税点以下申告
・事業所用家屋貸付等申告

電子申請・届出

・事業所等新設、廃止申告

電子納付
・本税
・延滞金
・加算金

※eLTAXのご利用には、利用者IDが必要です。

◎利用の手続き等、お問い合わせはeLTAX
（地方税ポータルシステム）ホームページへ

◎利用可能な手続き

事業所税の申告・申請・納付はeLTAXが便利です
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